
   

 令 和 元 年 ５ 月 ２ ９ 日  

 

議     案 

（そ の １） 

 

 ５ 月 定 例 会 議  

常  総  市 
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議案第２号 

 

常総市税条例の一部を改正する条例について 

 

常総市税条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地方税法の改正に伴い，個人の市民税における寄附金税額控除に係る

必要な条項，用語等の整合を図る改正を行うため，これを提出する。 



   

 令 和 元 年 ５ 月 ２ ９ 日  

 

議     案 

（そ の ２） 

 

 ５ 月 定 例 会 議  

常  総  市 
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議案第３号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い，投票

管理者，開票管理者等の選挙に係る非常勤特別職の報酬額を改めるため，これを

提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

１年水海道市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

別表第２投票管理者の項中「１２，６００円」を「１２，８００円」に改め，

同表投票立会人の項中「１０，７００円」を「１０，９００円」に改め，同表期

日前投票管理者の項中「１１，１００円」を「１１，３００円」に改め，同表期

日前投票立会人の項中「９，５００円」を「９，６００円」に，「４，７５０

円」を「４，８００円」に改め，同表開票管理者の項中「１０，６００円」を

「１０，８００円」に改め，同表開票立会人の項中「８，８００円」を「８，９

００円」に改め，同表選挙長の項中「１０，６００円」を「１０，８００円」に

改め，同表選挙立会人の項中「８，８００円」を「８，９００円」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第４号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決

を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，介護保険法施行令が改正され，第１号被保険者の減額賦課に係る減額

幅が引き上げられるとともに軽減措置の対象が拡大されたことから，令和元年度

及び令和２年度の保険料率を改めるため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

常総市介護保険条例（平成１２年水海道市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第７条第１項中「平成３２年度まで」を「令和２年度まで」に改め，同項第６

号ア中「第３８条第４項」を「第２２条の２第２項」に改め，同条第２項中「平

成３０年度から平成３２年度までの各年度」を「令和元年度及び令和２年度」に，

「３０，０００円」を「２５，２００円」に改め，同条に次の２項を加える。 

３ 前項の規定は，第１項第２号に該当する者の令和元年度及び令和２年度にお

ける保険料率について準用する。この場合において前項中「２５，２００円」

とあるのは「３８，４００円」と読み替えるものする。 

４ 第２項の規定は，第１項第３号に該当する者の令和元年度及び令和２年度に

おける保険料率について準用する。この場合において第２項中「２５，２００

円」とあるのは「４５，６００円」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，改正後の第７条及び次項の規定は，平成

３１年４月１日から適用する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市介護保険条例の規定は，令和元年度分の保険料から適用し，

平成３０年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 
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議案第５号 

 

水海道あすなろの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

水海道あすなろの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，水海道あすなろの里について，利用者数の増加を目的として入園料を

無料とするほか，施設の使用料の見直しを行うこととし，別表に定める金額を改

正するため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

水海道あすなろの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

水海道あすなろの里の設置及び管理に関する条例（昭和５４年水海道市条例第

９号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２第１項中「開園時間は」の次に「，宿泊棟，ロッジ棟又はキャンプ

場に宿泊する場合を除き」を加え，同条第３項中「開館時間」を「開園時間」に

改める。 

第７条第１項中「入園料及び」及び「（以下「使用料」という。）」を削り，

同条第２項及び第３項中「及び売店」を削る。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

１ 宿泊棟使用料 

区分 料金 備考 

幼児 
１人１泊につき ５００円（４歳未

満の者は無料） 

午後１時から翌日の午前

１０時まで 

小学生及び

中学生 
１人１泊につき １,２００円  

高校生 １人１泊につき １,５００円  

一般 １人１泊につき ２,０００円  

２ ロッジ棟使用料 

区分 料金 備考 

宿泊使用 １棟１泊につき ８,０００円 
午後１時から翌日の午前

１０時まで 

時間使用 １棟１時間につき ４００円  

３ キャンプ場使用料 

区分 料金 備考 

テント（１

張） 
１泊につき ３,０００円 

午後１時から翌日の午前

１０時まで 

４ 和室使用料 

１室 １時間につき ３００円 
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５ コート使用料 

区分 料金 備考 

オールウェ

ザーコート 
１面１時間につき ５００円   

６ 釣堀使用料 

１人１日につき ５００円 

７ 学習棟使用料 

１時間につき ７００円 

８ 体育館使用料 

区分 料金 備考 

半面 １時間につき ５００円  

全面 １時間につき １，０００円  

９ 浴室使用料（宿泊棟，ロッジ棟又はキャンプ場に宿泊する者（以下「宿泊

者」という。）を除く。） 

区分 料金 備考 

幼児 
１人１日につき ２００円（４歳未

満の者は無料） 

小学校就学の始期に達す

るまでの者 

子供 １人１日につき ２００円 小学生及び中学生 

大人 １人１日につき ４００円 高校生以上の者 

１０ 炊事場使用料（ロッジ棟，キャンプ場，憩いの森） 

(1) 宿泊者（ロッジ棟又はキャンプ場に宿泊する者にあっては，宿泊日の午

後１時前又は宿泊日の翌日の午前１０時後に利用する場合に限る。） １

人１回につき２００円（４歳未満の者は無料） 

(2) 宿泊者以外の者 

区分 料金 備考 

幼児 
１人１回につき ２００円（４歳

未満の者は無料） 

小学校就学の始期に達す

るまでの者 

子供 １人１回につき ２００円 小学生及び中学生 

大人 １人１回につき ４００円 高校生以上の者 

１１ 作業棟使用料 

１時間につき ５００円 

１２ ピザ窯使用料 
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１回（３時間まで）につき ２,０００円 

１３ プール使用料 

区分 料金 備考 

幼児 
１人１日につき ２００円（４歳未

満の者は無料） 

小学校就学の始期に達す

るまでの者 

子供 １人１日につき ２００円 小学生及び中学生 

大人 １人１日につき ３００円 高校生以上の者 

１４ 陶芸室使用料 

１回（４時間まで） ３，０００円 

１５ 陶芸窯使用料 

１回 ７，０００円 

１６ 附属備品等使用料 

１件１,０００円以内で市規則で定める額 

１７ その他の使用料 

(1) 食堂施設 月額 １００，０００円 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和元年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の水海道あすなろの里の設置及び管理に関する条例第

７条の規定による使用料は，この条例の施行の日以後にあすなろの里に入園す

る者に適用し，同日前に入園し，引き続き同日以後現に入園している者に係る

使用料については，なお従前の例による。 
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議案第６号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２７２３ 大輪町１５４４－２ 国生２６２ 

 

提案理由 

本案は，鬼怒川緊急対策プロジェクトにより整備された鬼怒川右岸のサイクリ

ングロードについて市道として認定するため，これを提出する。 
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議案第７号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

５０５６ 水海道高野町４４９９ 若宮戸１１１８ 

 

提案理由 

本案は，鬼怒川緊急対策プロジェクトにより整備された鬼怒川左岸のサイクリ

ングロードについて市道として認定するため，これを提出する。 
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議案第８号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

１９６８ 

旧 
水海道山田町１１２９－

１ 
旧 

水海道山田町１１３２－

２ 

新 
水海道山田町１１３２－

１ 
新 

水海道山田町１１３２－

２ 

 

提案理由 

本案は，水海道山田町地内の路線について，当該路線に隣接する土地の所有者

から払下げの要望があることから，当該路線の起点の位置を変更する必要がある

ため，これを提出する。 
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議案第９号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西９０６ 

旧 古間木３４１ 旧 古間木１８３ 

新 古間木３４１ 新 古間木３３８－１ 

 

提案理由 

本案は，古間木地内の路線について，終点付近の区間が隣接する民有地と一体

となっており，道路としての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所

有者から払下げの要望があることから，当該路線の終点の位置を変更する必要が

あるため，これを提出する。 
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議案第１０号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１００４ 

旧 古間木１０６０ 旧 古間木１０５７ 

新 古間木１０５４－８ 新 古間木１０６３ 

 

提案理由 

本案は，古間木地内の路線について，終点付近の区間が隣接する民有地と一体

となっており，道路としての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所

有者から払下げの要望があることから，当該路線の終点の位置を変更する必要が

あるため，これを提出する。 
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議案第１１号 

 

常総市公共下水道条例の一部を改正する条例について 

 

常総市公共下水道条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，消費税法，地方税法等が改正され，本年１０月に地方消費税を含む消

費税の引上げが予定されていることに伴い，公共下水道使用料の引上げに係る改

正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市公共下水道条例の一部を改正する条例 

 

常総市公共下水道条例（平成１４年水海道市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２４条第２項ただし書中「認めた」を「認める」に改め，同条第４項後段中

「必要があると認めた」を「認める」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第２５条関係） 

１ 常総市公共下水道 

種類 
基本料金（１使用月

分） 
超過料金（１立方メートルにつき） 

一般汚水 １０立方メートルま

で １，６５０円 

１０立方メートルを超え

２０立方メートルまで 

１６５円 

 ２０立方メートルを超え

３０立方メートルまで 

１７６円 

  ３０立方メートルを超え

５０立方メートルまで 

１８７円 

  ５０立方メートルを超え

１００立方メートルまで 

１９８円 

  １００立方メートルを超

えるもの 

２０９円 

一時使用汚水 １立方メートルにつき ２２０円 

２ 常総市大生郷特定公共下水道 

種類 使用料金 

一般汚水 １立方メートルにつき １６５円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は，令和元年１０月分以後の公共下水道
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使用料について適用し，同年９月分までの公共下水道使用料については，なお

従前の例による。 
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議案第１２号 

 

常総市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

常総市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の

議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，消費税法，地方税法等が改正され，本年１０月に地方消費税を含む消

費税の引上げが予定されていることから，これに伴う水道使用料の引上げに係る

改正を行うほか，水道法施行令等の改正に伴い，水道事業の布設工事監督者及び

水道技術管理者の資格基準について，政令等と同様の基準に改めるため，これを

提出する。 



19 

常総市条例第 号 

 

常総市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

常総市水道事業給水条例（平成１０年水海道市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１０条第３項及び第１５条第２項中「認めた」を「認める」に改める。 

第２０条第１項中「善良な」を「，善良な」に改め，同条第２項ただし書中

「認めた」を「認める」に改め，同条第３項中「第１項の」を「第１項に規定す

る」に改める。 

第２３条第１号の表を次のように改める。 

基本料金 超過料金（１㎥につき） 

水量 金額 水量 金額 

１０㎥まで １，８８５円 １０㎥を超え３０㎥まで ２４２円 

３０㎥を超え５０㎥まで ２５２円 

５０㎥を超え１００㎥まで ２９４円 

１００㎥超 ３４５円 

臨時用 １㎥につき ２５２円 

備考 臨時用とは，清掃その他の理由により一時的に水道を使用する場合をい

う。 

第２４条中「メーターを」を「，メーターを」に改める。 

第２５条中「次の」を「，次の」に改め，「用途の別がある場合は」を削る。 

第２７条第１項ただし書，第２８条第１項ただし書及び第２９条中「認めた」

を「認める」に改める。 

第３０条第１項中「認めた」を「認める」に，「によって」を「の規定によ

り」に改める。 

第３１条第１項及び第３４条第２号中「認めた」を「認める」に改める。 

第３７条第３号中「沈でん池」を「沈殿池」に改める。 

第３８条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程を

含む。）」を，「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあ

っては，修了した後）」を加える。 

第３９条第２号中「卒業した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の前
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期課程にあっては，修了した後）」を，「同条第３号に規定する学校を卒業した

者」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては，修了した者）」を

加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２３条第１号の改正規定は，

令和元年１０月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この条例による改正後の常総市水道事業給水条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第２３条第１号の規定は，令和元年１０月分以後の給水使用料につい

て適用し，同年９月分までの給水使用料については，なお従前の例による。改

正後の条例第２４条ただし書の規定により同月分及び同年１０月分の給水使用

料を一括して算定するときも，同様とする。 
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議案第１３号 

 

常総市水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

 

常総市水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めたいの

で，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により

議会の議決を求める。 

 

令和元年５月２９日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，消費税法，地方税法等が改正され，本年１０月に地方消費税を含む消

費税の引上げが予定されていることに伴い，水道事業分担金の引上げに係る改正

を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

 

常総市水道事業分担金徴収条例（昭和４１年水海道市条例第２２号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「。以下「設置条例」という。」を削る。 

第３条中「とおり」を「表の左欄に掲げるメーターの口径に応じ，それぞれ右

欄に掲げる額」に改め，同条の表を次のように改める。 

メーターの口径 分担金の額 

１３ミリメートルまで １３６，２００円 

２０ミリメートルまで １７８，１００円 

２５ミリメートルまで ３０３，８００円 

３０ミリメートルまで ４５０，５００円 

４０ミリメートルまで ５７６，２００円 

５０ミリメートルまで ８３８，１００円 

７５ミリメートルまで １，８８５，７００円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条の規定は，この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後の加入申込みに係る水道事業の分担金について適用し，施

行日前の加入申込みに係る水道事業の分担金については，なお従前の例による。 


